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１．業務概要 

(１) 件名 

南海貝塚駅周辺まちづくり検討及び都市計画道路見直し検討支援業務 

(２) 業務の目的 

令和５年３月改訂の「都市計画マスタープラン」に基づき、長期未着手の都市計画

道路の見直しを行うとともに、過年度に実施した市民アンケートや意見交換会におい

て、特に強い要望があり、都市施設等整備の必要性が高い南海貝塚駅東側について、

整備手法の検討や整備に際する法的根拠等を整理し、都市計画変更案を含む、実現可

能な計画策定を行うことを目的とする。 

 

(３) 業務内容 

別紙「南海貝塚駅周辺まちづくり検討及び都市計画道路見直し検討支援業務委託仕

様書」（以下「仕様書」という）のとおりとする。 

(４) 業務履行期間 

業務期間は、契約締結日の翌日から令和８年３月 20 日まで 

 

(５) 予定価格 

予定価格 16,998,300 円以内（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

ただし、各年度ごとの委託料の予定価格は下記のとおりとする。 

 

                   （単位：円） 

 

南海貝塚駅周辺まちづくり検討

及び都市計画道路見直し検討支

援業務 

令和６年度 9,999,000 

令和７年度 6,999,300 

計 16,998,300 

 

２．実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

３．参加資格 

本業務の参加資格を有する者は、公示日の時点で次の要件の全てを満たしているも

のとする。 
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(１) 本市に一般競争（指名競争）入札参加資格申請書を提出し、貝塚市入札参加資格

において「建設コンサルタント 都市計画及び地方計画」の登録があること。 

(２） 貝塚市入札参加停止要綱（平成 25 年 12 月２日施行）に基づく入札参加停止等の

措置を受けていないこと。 

(３) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 154 号）第 167 条の４の規定に該当していな

いこと。 

(４) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき、更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされていないこと。

ただし、更生計画又は再生計画の認可がなされている者を除く。 

(５) 貝塚市暴力団排除条例（平成 24 年貝塚市条例第 23 号）第 10 条に基づく措置を受

けていないこと。 

(６） 平成 31 年４月１日以降公示日までの間に近畿圏内の地方公共団体が発注した主要

鉄道駅周辺における市街地開発事業に係るまちづくり基本計画等の策定業務につい

て、元請としての業務完了実績を有していること。 

(７) 管理技術者は、技術士（建設部門－都市及び地方計画）の資格を有していること。 

(８) 照査技術者は、技術士（建設部門－都市及び地方計画）の資格を有していること。 

なお、照査技術者は、管理技術者又は担当技術者と兼ねることはできない。 

(９) 担当技術者は、技術士（建設部門－都市及び地方計画）又はＲＣＣＭ（都市計画及

び地方計画）、及び土地区画整理士の資格を有していること。ただし、一人の担当技

術者で要件を満たさない場合は、複数人の配置を可能とする。 

なお、担当技術者は、管理技術者又は照査技術者と兼ねることはできない。 

(10)  大阪府内に本店、営業所又は事業所を有していること。 

(11) 市税に未納がないこと。 

 

４．プロポーザル参加手続き等 

本要項、仕様書、様式は本市都市計画課ホームページ

（https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/toshikeikaku/index.html） 

からダウンロードして使用し、次の要領により参加手続きをすること。 

(１) 提出期限  令和６年５月９日（木）午後５時まで 

(２) 提出場所  貝塚市役所 都市整備部 都市計画課 

(３) 提出方法  （２）へ持参。（郵送その他は受け付けない。） 

(４) 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

※登録証等、認証を証明できる書類の写しを添付すること。 

③ 同種業務実績書（様式３－１、３－２） 

※契約書等実績を証明できる書類の写しを添付すること。 

   ④ 業務実施体制表（様式４） 

   ⑤ 配置予定技術者経歴書（様式５～８） 
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      ※実績を証明できる書類の写しを添付すること。 

   ⑥ 市税に未納がない証明 

※納付義務がない場合も証明が必要。 

※市税に未納がない証明の発行については、貝塚市課税課ホームページの「課

税証明その他税務証明申請書等」 

（ https://www.city.kaizuka.lg.jp/kurashi_navi/shinseisho/shozoku/somu

/kazei/zeisyomei_shinsei.html） 

の「課税証明その他税務証明申請書」に必要事項を記入し、貝塚市課税課諸

税担当に１部提出すること。 

※証明発行手数料 300 円が必要。 

※法人の場合は、法人名、所在地、代表者役職、代表者名及び法人印の押印が

必要。 

※課税課窓口に来られる方が従業員の場合は、委任状は不要。 

 ただし、従業員とわかるもの（従業員証、名刺、社会保険の保険証等）、及び

本人確認できるもの（免許証、マイナンバーカード、社会保険の保険証等）

が必要。 

※市税に未納がない証明の発行に関しての問い合わせは、貝塚市課税課諸税担

当（072-433-7254）まで。 

   ⑦ 貝塚市暴力団排除条例に係る誓約書（様式９） 

 (５) 提出部数   正本１部 副本２部 

(６) 提案者の選定 

   第一次審査による提案者の選定は、参加資格要件の全てを満たしたもの（以下

「資格者」という。）とする。ただし、資格者が３者以下の場合は、資格者全てを

提案者とし、資格者が４者以上の場合は、選定委員会において第一次審査基準（別

表１）に基づき提出書類を審査し、審査点の合計点の上位３者を提案者として選

定する。なお、上位３者を選定する際に同点の申込者が複数出た場合には、第一

次審査基準の評価項目「実績」の合計点が高いものを選定する。 

審査結果は、申込者全員に対して、電子メール及び参加資格審査結果通知書（様

式 10、様式 11）により通知する。 

  

５．参加手続きに関する質問の受付及び回答 

プロポーザル参加手続きに関する質問方法及び回答については下記のとおりとする。

なお、参加手続きに関する事項以外については受け付けない。 

（１） 受付期間  令和６年４月 22 日(月）から令和６年４月 25 日(木）正午まで 

（２） 質問方法  質問書（様式 16）にて電子メールにより送付すること。質問書を

送付した際には電話にてその旨連絡すること。なお、メール以外

での質問は一切受け付けない。 

送付先 E-mail（tokei@city.kaizuka.lg.jp） 
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（３） 回答方法  令和６年５月２日（木）に本市ホームページ上にて、質問者の名

称等については伏せた上で、すべての質問事項に対する回答を公

開する。 

本市都市計画課ホームページ 

（https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/toshikeik

aku/index.html） 

 

６．辞退届の提出 

  参加申込をした者が、本プロポーザルを辞退する時は、辞退届（様式 12）を提出す

ること。なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り

扱いを受けるものではない。 

 

７．企画提案書等の提出 

第一次審査を通過した者は、企画提案書等を次の要領により提出すること。 

(１) 提出期限  令和６年６月５日（水）午後５時まで 

(２) 提出場所  貝塚市役所 都市整備部 都市計画課 

(３) 提出方法  （２）へ持参。（郵送その他は受け付けない。） 

(４) 提出書類  

 ① 企画提案書（表紙）（様式 13）及び下記の提案事項（任意様式） 

   テーマ１：都市計画道路の廃止に向けての市民説明について 

         ※廃止対象と位置付けられた路線について、市民を対象とした説明会

を開く予定をしております。市民の理解を得るために、廃止に伴う

影響(他の交通ネットワーク、沿道の開発、建築制限)など、都市計

画変更に向けての合意形成を図るため、市民説明会が円滑に進めら

れる手法を全国的な事例を参考に提案してください。 

   テーマ２：南海貝塚駅東側の整備に係る基本的な考え方について 

         ※地区の状況を踏まえた将来のまちづくりについて、基本的な考え

方を提案してください。 

   テーマ３：南海貝塚駅東側の整備における法的リスク等について 

         ※事業化に際する合意形成における、法的リスク等の回避に対して、

どのような社内体制で取組むのか提案してください。 

テーマ４：南海貝塚駅周辺の整備における市民参加の計画策定について 

※市民説明会・意見交換会により、市民参加の計画検討を想定して 

いますので、市民参加を促す効果的な手法について提案してくだ 

さい。 

追加提案：テーマ１，２，３，４以外の部分での追加提案等（本業務に関連するも 

のに限る。） 

 ※本市の良好なまちづくりに有益な提案をしてください。 
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  ② 業務工程表（任意様式） 

     令和７年度の業務完了までの工程について全体工程及び各業務ごとに記載す

ること。 

 ③ 業務委託見積書（消費税等を含む。）（任意様式） 

ア 見積書にその根拠となる見積内訳書を添付すること。 

イ 見積書の正本には、会社名、代表者名を記載の上、代表者印を押印する 

こと。 

    ウ 業務の見積金額が「本要項の１．業務概要（５）予定価格」に示す予定価格

を上回った場合は失格とする。 

(５) 作成上の留意点 

① Ａ４紙ファイルに上記７．（４）の提出書類を全て綴じて提出すること。 

② 提案事項及び業務工程表は、合計 15 枚以内（表紙と目次は枚数に含まない。）

とし、それぞれ別葉とすること。また、複数枚になるものについては、ページ下

部中央にページ番号を付すこと。 

③ Ａ４紙ファイル、提案事項及び業務工程表には、提案者の会社名や提案者を特

定できるロゴマーク等を表記しないようにすること。 

④ 様式は特に定めないが、Ａ４用紙(縦横どちらでも可能)の片面印刷とし、文字 

サイズ(各項目のタイトル等を除く)は、原則、11ポイント又は12ポイントとする 

こと。ただし、工程表や図表等で一部Ａ３用紙の使用も可能とし、枚数は１枚でカ 

ウントする。その際は、Ａ４サイズに折りたたむこと。 

⑤ 略語や専門用語には、注釈を付けるなど、分かり易くすること。 

(６) 提出部数 

    正本１部 副本７部のほか、ＰＤＦに複製したものをＣＤ－Ｒ１枚で提出する

こと。 

(７) 特記事項 

① 企画提案書の提出時に追加資料の提出を求めることがある。なお、追加資料の 

提出期限は本市の指定した日までとする。 

② 提出された書類は提出期限までは原則改変できるものとする。ただし、改変し

ようとする場合は、提出された書類を一旦持ち帰り、改めて改変された書類を提

出期限までに提出すること。 

③ 提出期限後の提出書類の差し替え及び再提出は原則認めない。ただし、組織変

更等、やむを得ない場合の業務実施体制の変更については可とする。 

④ 別紙仕様書に記載のない事項であっても、提案者の判断で必要と思われる事項

があれば、積極的に記載すること。ただし、これに係る経費は、業務委託見積書

に含むものとする。 

 

８．企画提案書等提出に関する質問の受付及び回答 

企画提案書及び仕様書等に関する質問は、提出書類の作成に係るものとし、審査（評

価）に係る質問は一切受け付けない。 
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(１) 受付期間  令和６年５月 20 日（月）から令和６年５月 22 日（水）正午まで 

(２) 質問方法  質問書（様式 16）にて電子メールにより送付すること。質問書を送

付した際には、電話にてその旨連絡すること。なお、メール以外での

質問は一切受け付けない。質問がない場合においても、(１)の期間

内に質問書にてその旨提出すること。 

送付先 E-mail（tokei@city.kaizuka.lg.jp） 

(３) 回答方法  令和６年５月 29 日（水）に、質問者の名称等については伏せた上で、

すべての質問事項に対する回答を提案者全員に電子メールで回答す

る。 

  

９．プレゼンテーションの実施 

(１) 日  時  令和６年６月 20 日（木）(PM 予定) 詳細の日時は、後日通知する。 

(２) 場  所  貝塚市役所 ３階 公房会議室 A（予定） 

(３) 出 席 者  出席者は、５名以内とし、本業務における管理技術者及び担当技術

者は、必ず出席すること。 

(４) 所要時間  準備               ５分以内 

提案等の説明            20 分以内（時間厳守） 

質疑応答             10 分程度 

片付け              ５分以内 

(５) 提 案 順  参加申込書を提出した順番でプレゼンテーションを実施します。 

 (６) そ の 他  プレゼンテーション説明は企画提案書に記載した内容のとおりとし、

使用する資料は企画提案書に記載されているものに限る。（説明資料

の追加は認めない。） 

ただし、質疑応答に関する資料はこの限りでない。 

また、選定委員に提案者の会社名を伏せた上で、プレゼンテーシ 

ョンを行うため、挨拶や提案事項説明等の中で提案者の会社名を 

発言しないようにすること。 

なお、プレゼンテーション予定日に警報等が発表された場合は、 

日程を延期する可能性がある。その場合の連絡先として、担当者 

名と電話番号を「（様式 13）企画提案書」に表記すること。 

10．審査及び審査結果の通知 

企画提案書等の審査は、選定委員会において第二次審査基準（別表２）に基づき提案

書等の必要書類及びプレゼンテーション等の内容を審査し、第一次審査と第二次審査の

評価点合計が最も高い者から順に受託候補者及び次順位候補者を選定する。 

評価点合計の最も高い者が同点で２者以上である場合は、選定委員の協議により受託

候補者を決定するものとする。  

審査結果は、審査を受けた者全員に対して、プロポ―ザル審査結果通知書（様式 14、

様式 15）により通知する。 

なお、下記の項目に該当する場合は、その候補者を失格とする。 
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（１） 見積書に記載されている見積金額が「本要項の１．業務概要（５）予定価格」に

示すそれぞれの予定価格のうち１つでも超える場合 

（２） 第一次審査と第二次審査の評価点の合計が 180 点未満の場合 

（３） ７．企画提案書等の提出(４)提出書類に記載された提出物が未提出であ 

った場合 

 

11．審査結果の公表 

審査結果については、受託候補者を、令和６年６月 24 日(月)に本市都市計画課ホーム

ページ上で公表する。 

（https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/toshikeikaku/index.html） 

 

12．契約の締結 

審査の結果、受託候補者を決定し、本業務の仕様の協議及び確認等の契約交渉を行う。

ただし、下記のいずれかに該当し、受託候補者と契約が締結できない場合には、次順位候

補者と契約交渉を行う。 

(１) 受託候補者が審査後、本要項３．に定める参加資格の要件を満たすことができな

くなったとき。 

(２) 受託候補者と契約交渉が成立しないとき。 

(３) 受託候補者が本契約の締結を辞退したとき。 

(４) その他の理由により受託候補者と契約が締結できないとき。 

 

13．公募開始から契約締結までのスケジュール 
 

 内容 期間及び提出締切 備考 

1 公告及び参加申込開始 令和６年４月 22 日  

2 参加申込に関する質問受付 

令和６年４月 22 日～

令和６年４月 25 日

（正午） 

電子メールのみ受付 

3 
参加申込に関する質問に対す

る回答 
令和６年５月２日 貝塚市 HP 上で公表 

4 参加申込み締切 
令和６年５月９日  

（午後５時） 

持参のみ（郵送不

可） 

5 第一次審査結果通知 令和６年５月 20 日 
電子メール及び文書

により通知 
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6 
企画提案書等に関する質問受

付 

令和６年５月 20 日～

令和６年５月 22 日

（正午） 

電子メールのみ受付 

7 
企画提案書等に関する質問に

対する回答 
令和６年５月 29 日 

全員に電子メールに

て回答送付 

8 企画提案書等の提出締切 
令和６年６月５日  

（午後５時） 

持参のみ（郵送不

可） 

9 プレゼンテーション 
令和６年６月 20 日 

（予定） 
 

10 第二次審査結果通知及び公表 令和６年６月 24 日 
文書により通知及び

貝塚市 HP 上で公表 

11 契約締結 
令和６年６月 28 日 

（予定） 
 

 

14．その他の留意事項 

(１) 次のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルには参加できない。 

① 必要書類を提出期限までに提出しない場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 本件に関して不正又は公正さを欠く行為等があった場合 

(２) 提出書類の記載内容に関する責任は提案者が負うものとする。 

(３) 本プロポーザルに要する費用は、提案者の負担とする。 

(４) 提出された書類の返却は行わない。 

(５) 提出された企画提案書は、当該提案者に無断で公開及び二次的な使用は行わな 

い。 

(６) 提案者の名称は公開することがある。 

(７) 本業務の範囲は別紙仕様書を基本とするが、本市の判断により契約締結段階に 

おいて、受託候補者の企画提案書の内容を追加等変更することがある。 

(８) 提案者は、当該要項の内容を了解の上、参加することを条件とする。 

（９） パソコン、電源コード、その他ＯＡ機器については、提案者で準備・設置するこ

と。ただし、プロジェクター、スクリーン及びホワイトボードは、本市で用意する

ものとする。 

 

 

 

 



9 

 

（別表１） 

第一次審査基準 

評価対象 評価項目 配点 判断基準 加点 

情報保護に

対する取り

組み 

（５点） 

情報保護に係る

資格の有無 
５ 

・ISO 27001 又は JIS Q27001（情報セキュリティマ

ネジメントシステム）の認証を受けている場合に

加点する。 

３ 

・プライバシーマーク（個人情報保護マネジメントシ

ステム）の付与を受けている場合に加点する。 
２ 

実 績 

（２５点） 

業務の実績件数 ２０ 

・平成 31 年４月１日以降公示日までの間に近畿圏内

の地方公共団体が発注した主要鉄道駅周辺におけ

る市街地開発事業に係るまちづくり基本計画等の

策定業務について、元請としての業務完了件数に

ついて下記計算式により評価する。  

 Ａ＝配点×当該申込者業務完了件数／全申込者中

最多業務完了件数  

注)小数点第 1 位を四捨五入 

Ａ 

本市業務の実績

件数 
５ 

・平成 31 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの

本市の各種計画策定又は改定等業務※１の受注件

数に関する実績を通して本市の特性、実情に関す

る精通度を評価する。 

 Ｂ＝配点×当該申込者受注件数／全申込者中最多 

受注件数 

注)小数点第 1 位を四捨五入 

Ｂ 

予定技術者

の能力及び

経験 

（２０点） 

管理技術者の 

能力及び経験 
１０ 

・当該予定管理技術者の平成 31 年 4 月 1 日から令和

6 年 3 月 31 日までの間に近畿圏内の地方公共団体

が発注した主要鉄道駅周辺における市街地開発事

業に係るまちづくり基本計画等の策定業務の管理

技術者又は担当技術者としての業務完了実績件数

について、下記計算式により評価する。 

 Ｃ＝配点×当該予定管理技術者実績件数／全予定 

管理技術者実績中最多件数 

注)小数点第 1 位を四捨五入 

Ｃ 
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※２ 

担当技術者の 

能力 

１０ 

・技術士（建設部門－都市及び地方計画）を有す

る。 
１０ 

・ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）を有する。 ５ 

計 ５０ 
 

 ※１ 本市の各種計画策定又は改定等業務の部門や所管課は不問とし、施行中の業務を含めてよいものと

する。 

 ※２ 担当技術者が２名以上の場合は、その内の上位の者をもって特定する。 

 

 

（別表２） 

第二次審査基準  

評価対象 評価項目 配点 判断基準 加点 

 

 

企画提案書 

（１７５点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施体制 １０ 

・業務遂行に必要な専門分野のスタッフを配置して

いるか。 

・配置技術者の他、サポート体制が確保されている

か。 

※３ 

 

（テーマ１） 

都市計画道路の

廃止に向けての

市民説明につい

て 

 

２０ 

・市民の理解を得るために、廃止に伴う影響(他

の交通ネットワーク、沿道の開発、建築制限)

など、都市計画変更に向けての合意形成を図る

ため、市民説明会が円滑に進められる手法の提

案となっているか。 

※３ 

 

（テーマ２） 

南海貝塚駅東側

の整備に係る基

本的な考え方に

ついて 

５０ 
・地区の状況を踏まえた将来のまちづくりについ

て、整理手法が現実的な手法となっているか。 
※３ 
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企画提案書 

（１７５点） 
（テーマ３） 

南海貝塚駅東側

の整備における

法的リスク等に

ついて 

４５ 

・事業化に際する合意形成における、法的リスク等

の回避に対して、どのような社内体制で取組むか

整理されているか。 

※３ 

（テーマ４） 

南海貝塚駅東側

の整備におけ

る、市民参加の

計画策定につい

て 

３０ 
・市民参加を促す効果的な手法となっているか。 

・有意義な意見交換会等の提案となっているか。 
※３ 

テーマ１，２，

３，４，５以外

の部分での追加

提案 

２０ ・本市の良好なまちづくりに有益な提案であるか。 ※３ 

業務工程表 

（１０点） 
工 程 １０ 

・作業量、動員を勘案した余裕ある工程であるか。

また、具体的で実現性のあるものとなっている

か。 

※３ 

プレゼンテー

ション 

（３５点） 

専門技術力 １５ 
・提案説明が簡潔で明確であり、専門的な知識・経

験を有すると伺えるか。 

※３ 取組姿勢 １０ 

・提案内容が分かりやすく説明されているか。 

・出来るだけわかりやすい用語を使う等の配慮があ

るか。 

・図を用いる等、理解しやすいよう配慮があるか。 

コミュニケーシ

ョン力 
１０ 

・質問に対する回答が迅速であるか。 

・質問に対する回答が分かりやすいか。 
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業務委託 

見積書 

（３０点） 

見積価格 ３０ 

・見積価格について下記計算式により加点する。 

Ⅾ＝配点×全提案者中最低見積価格／ 

当該提案者見積価格 

注)小数点第 1 位を四捨五入 

Ⅾ 

計 ２５０  

企画提案書については、的確性（※４）、実現性（※５）、独創性（※６）、積極性（※７）をふまえ評価

する。 

※３ 5 段階評価による加点は、配点の 100％、80％、60％、40％、20％とする。 

※４ 的確性…与条件との整合があり、適切な着眼点が網羅され、本市の特性や現状等を的確に把握した

上で具体的に提案されているか。 

※５ 実現性…都市計画変更やまちづくり基本計画策定の作業手順等を整理し、経験や実績等をふまえた

実現可能な提案内容になっているか。 

※６ 独創性…提案者が有する専門的知見や技術を生かした独自性をもち、また、本市がめざすべきまち

のすがた等について実情に沿った提案内容となっているか。 

※７ 積極性…仕様書等に記載がない事項で、本市のまちづくりを進める上で有益な提案であるか。 

 

15．問合せ先（事務局） 

  貝塚市役所 都市整備部 都市計画課【担当：溝端（ミゾバタ）】 

〒597-8585 

貝塚市畠中１丁目 17 番 1 号 

ＴＥＬ：072-433-7246（直通） 

ＦＡＸ：072-433-7079 

E-mail：tokei@city.kaizuka.lg.jp 

  


